
亀 山 市 告 示 第 １ ７ ０ 号  

亀 山 市 市 民 活 動 応 援 交 付 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の

よ う に 定 め る 。  

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ４ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 市 民 活 動 応 援 交 付 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

亀山市市民活動応援交付金交付要綱（平成２５年亀山市告示第９７

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ １ 条 の 次 に 次 の ２ 条 を 加 え る 。  

（ 応 援 券 の 交 付 決 定 枚 数 変 更 申 請 ）  

第 ２ １ 条 の ２  前 条 の 規 定 に よ り 応 援 券 の 交 付 を 受 け た 地 域 ま ち づ

く り 協 議 会 は 、 同 条 の 規 定 に よ り 通 知 の あ っ た 応 援 券 の 交 付 決 定

枚 数 の 変 更 を 希 望 す る と き は 、 市 民 活 動 応 援 券 交 付 決 定 枚 数 変 更

申 請 書 （ 様 式 第 ８ 号 の ２ ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 応 援 券 の 交 付 決 定 枚 数 変 更 決 定 等 ）  

第 ２ １ 条 の ３  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 当

該 申 請 書 を 確 認 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 市 民 活 動 応 援 券 交 付 決

定 枚 数 変 更 通 知 書 （ 様 式 第 ８ 号 の ３ ） に よ り 当 該 申 請 を し た 地 域

ま ち づ く り 協 議 会 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 に 際 し 、 応 援 券 の 枚 数 を 減 ら す

変 更 決 定 を し た 地 域 ま ち づ く り 協 議 会 に 対 し て は 当 該 変 更 後 の 応

援 券 の 枚 数 を 超 え て 交 付 を 受 け て い る 応 援 券 の 返 還 を 求 め 、 応 援

券 の 枚 数 を 増 や す 変 更 決 定 を し た 地 域 ま ち づ く り 協 議 会 に 対 し て

は 当 該 変 更 後 の 応 援 券 の 枚 数 に 満 た な い 応 援 券 を 交 付 す る も の と

す る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 応 援 券 の 返 還 を 求 め ら れ た 地 域 ま ち づ く り 協

議 会 は 、 速 や か に こ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  

第 ２ ２ 条 第 １ 項 中 「 前 条 」 を 「 第 ２ １ 条 及 び 前 条 第 ２ 項 」 に 改 め



る 。  

様 式 第 ８ 号 の 次 に 次 の ２ 様 式 を 加 え る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 第 ８ 号 の ２ （ 第 ２ １ 条 の ２ 関 係 ）  

年    月    日  

 

亀 山 市 長           様  

 

申 請 者    

代 表 者      ㊞  

 

 

市 民 活 動 応 援 券 交 付 決 定 枚 数 変 更 申 請 書  

 

    年   月   日 付 け で 通 知 の あ っ た 市 民 活 動 応 援 券 の 交 付

決 定 に つ い て 、 当 該 市 民 活 動 応 援 券 の 活 用 事 業 に 変 更 が あ っ た こ と

か ら 、 交 付 決 定 枚 数 を 変 更 し て い た だ き ま す よ う 、 亀 山 市 市 民 活 動

応 援 交 付 金 交 付 要 綱 第 ２ １ 条 の ２ の 規 定 に よ り 申 請 し ま す 。  

 

１  既 に 交 付 を 受 け て い る 市 民 活 動 応 援 券 の 枚 数        枚  

 

２  希 望 す る 変 更 後 の 市 民 活 動 応 援 券 の 交 付 決 定 枚 数      枚  

 

３  変 更 の 理 由  

 

 

 

 

備 考  

 

 

 



様 式 第 ８ 号 の ３ （ 第 ２ １ 条 の ３ 関 係 ）  

年    月    日  

 

代 表 者 氏 名  

            様  

 

亀 山 市 長         印   

 

 

市 民 活 動 応 援 券 交 付 決 定 枚 数 変 更 通 知 書  

 

年   月   日 付 け で 申 請 の あ っ た 市 民 活 動 応 援 券 の

交 付 決 定 枚 数 の 変 更 に つ い て 、 次 の と お り 決 定 し た の で 、 亀 山 市 市

民 活 動 応 援 交 付 金 交 付 要 綱 第 ２ １ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 通 知 し

ま す 。  

 

返 還 を 求 め る ・ 新 た に 交 付 す る  

市 民 活 動 応 援 券 の 枚 数 
枚  

 

１  既 に 交 付 し て い る 市 民 活 動 応 援 券 の 枚 数          枚  

 

２  変 更 後 の 市 民 活 動 応 援 券 の 交 付 決 定 枚 数          枚  

 

 

 

備 考  



附  則  

こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


